
成績評価並びに進級及び卒業の認定に関する規程 

 

 

（成績評価及び時期） 

第 1 条 各科目の成績評価は、当該科目の担当教官が、試験若しくは実習の成

績又は日常の修学状況によりこれを行うものとする。 

ただし、当該科目の担当教官が複数である場合は、担当教官の中から責任者

を定め、当該責任者が、その他の担当教官と協議の上成績評価を行うものとす

る。 

（学院長への報告） 

第 2 条 教官は、毎年度、最終学年の学生については２月末までに、それ以外

の学生については３月末までに、各学年所定の授業科目すべての成績評価を

行い、その結果を学院長に報告するものとする。 

（講義及び実習の成績評価の欠格事項） 

第３条 各学年における各科目の授業回数のうち、欠席回数が講義にあっては

３分の１、実習にあっては５分の１を超える場合、当該欠席をした学生は、

当該科目の成績評価を受けることができない。 

ただし、同一科目であっても、複数の分野に分かれる科目については、分野

ごとに本文の規定を適用するものとする。 

２ 30 分未満の遅刻又は早退は、３回をもって欠席１回とし、30 分以上の遅刻

又は早退は、欠席扱いとする。 

３ 試験開始後 30 分を経過したときは、当該試験を受けることができない。 

（評価基準） 

第４条 各科目の成績は、100 点満点とし、次表の区分により評価するものとす

る。 

評価基準 

評語 評価区分 

優 

良 

可 

不可 

80 点以上 

70 点以上 80 点未満 

60 点以上 70 点未満 

60 点未満 

２ 各科目は、可以上を合格とする。 

（特別試験） 

第５条 特別試験は、追試験及び再試験とする。 

２ 傷病その他やむを得ない事由により、試験を受けることができなかった学



生で、事前に又は事後直ちにその事由を証する書類を添えて届け出たものは、

追試験を受けることができる。 

３ 学生は、合格に達していない科目がある場合、当該合格に達していない科

目につき、一回に限り、申請により再試験を受けることができる。 

４ 再試験を受けた科目の成績評価は、第４条の規定にかかわらず、60 点以上

を合格とし、評語は可とする。 

（科目認定） 

第６条 教育上有益と認める場合、他の高等教育機関で履修した科目で、学院

で履修すべき科目と内容及び水準に相当程度同等性を確認できるものについ

ては、当該学院で履修すべき科目を履修したものとみなし、別に定める時間

数又は単位数を上限に、認定することができる。 

（進級及び卒業の認定） 

第７条 各学年所定の科目のすべてに合格した学生について、最終学年にあっ

ては卒業を、それ以外の学年にあっては進級を認定する。 

２ 特別試験を受験してなお合格に達していない科目がある学生に対して、当

該合格に達していない科目の担当教官を含む複数の教官による協議を経て再

評価を行い、卒業又は進級を認定することがある。 

（聴講） 

第８条 学生は、成績評価を受けない科目について、申請により、聴講するこ

とができる。 

（再履修免除） 

第９条 留年した学生又は休学して復学した学生は、既に合格に達している科

目について、再履修の免除を申請することができる。 

（不正行為） 

第 10 条 試験に関して不正行為があったとして、学則第 26 条の規定に基づき

懲戒を受けた場合は、当該不正行為があった科目の成績評価は不可とする。 

（学籍簿への記録） 

第 11 条 教官は、各科目の成績評価を学籍簿に記録する。 

２ 同一科目につき再履修があった場合は、再履修時の成績評価を記録する。 

 

附則 

この規程は、平成 31 年４月１日から施行する。 


